
 

武蔵野市子育て支援０１２３条例の一部を改正する条例について 

 

１ 経過 

(1) 令和４・５年度 

・ 夏季期間における開館時間の延長試行実施 

・ ４・５歳児支援の試行実施 

(2) 令和６・７年度 

（公財）武蔵野市子ども協会（以下「子ども協会」という。）からの申出により、夏

季期間における開館時間の延長を実施。 

(3) 第六次子どもプラン武蔵野（抜粋） 

 ０１２３施設（０１２３吉祥寺・はらっぱ）の夏季期間における開館時間の延長につ

いては、令和５年度から２か年かけて策定した、第六次子どもプラン武蔵野（計画期間：

令和７年度～令和 11年度）において、以下のように記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例の一部改正内容（第６条：開館時間） 

  裏面の新旧対照表の下線部のように改正を行った。（令和７年第３回定例会） 

  夏季期間を６月１日から８月 31日とし、その間の開館時間について、通常午後４時までのと

ころを午後５時までとした。 

  また、議会からも延長時期について柔軟な対応を求められていたため、市と子ども協会双方

から変更の提起ができるものとする改正とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面あり） 



改正前 改正後 説明 

 （開館時間） 

第６条 ０１２３施設の開館時

間は、午前９時から午後４時

までとする。ただし、指定管

理者は、特に必要があると認

めるときは、市長の承認を得

て、これを変更することがで

きる。 

 （開館時間） 

第６条 ０１２３施設の開館時

間は、午前９時から午後４時

まで（６月１日から８月31日

までの間は、午前９時から午

後５時まで）とする。ただし、

市長が特に必要と認めるとき

は、これを変更することがで

きる。 

２ 指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、市長の

承認を得て、開館時間を変更

することができる。 

 

 

 

字句の追加 

 

 

字句の改正 

 

 

項の追加 

 

 

 

 

 

担当：子ども家庭部 子ども子育て支援課 


